
　出産後の経済的支援および子どもの健やかな成長を応援するため、国の特別定額給付金の支援対象とな
らなかった令和2年4月28日以降に生まれた子どもを対象に給付金を支給します。
　申請書は、出生届出後、対象と思われる保護者の方に、順次、郵送しています。

　国の「家賃支援給付金」の給付を受けた方に、塩竈市独自で上乗せして給付します。申請が済んでいる
かご確認ください。

対　　象　令和2年4月28日から令和3年3月31日までに
出生し、申請日時点で塩竈市に住民登録があ
る子ども

給 付 額　対象の子ども1人につき5万円

申請方法　申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付
のうえ、返信用封筒にて返送

支給方法　審査後、指定の口座に振り込みます。

そのほか　申請書が届いていない場合や、紛失した
場合は、生活福祉課総務係まで問い合わ
せください。

対　　象　国の「家賃支援給付金」の給付を受けた事業者
で、 その対象になった市内の土地・建物など

支 給 額　賃料月額の6分の1の6カ月相当分
　　　　　（1事業者あたり上限10万円）

申請方法　市ホームページまたは市内公共施設備え
付けの申請書を郵送してください

申請期限　令和3年3月15日㈪（当日消印有効）

□問　生活福祉課総務係☎364-1131

□問　商工港湾課商工係☎364-1124

　発熱などの症状がある場合は、病院を受診する前に、必ずかかりつけ医など近くの医療機関に電話で相談して
ください。かかりつけ医などがいない方や相談先が分からない方は、下記相談窓口にご連絡ください。

☎022-211-2882
☎022-211-3883

新型コロナウイルスに感染したかも…？まずは電話で相談を！

宮城県健康相談窓口

24時間受付

市ホームページ「赤ちゃん子育て給付金」▶

市ホームページ「しおがま家賃支援給付金上乗せ支援事業」▶

　塩釜市社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響による休業などで、生活資金にお困りの
方に貸し付けなどを行っています。

申請期限　令和3年3月末日
受付時間　平日9:00～16:00
申請場所　塩釜市社会福祉協議会（北浜4丁目6－52）

貸付内容　福祉資金（緊急小口・総合支援資金）
貸付利子　無利子

□問　塩釜市社会福祉協議会☎364-1213

塩釜市社会福祉協議会ホームページ「緊急小口資金等の実施について」▶
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